
 

「文化首都・京都」推進本部設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 文化による社会の活性化や地方創生，国際交流への貢献を目指し，文化を基軸と

した施策の融合及び文化政策の更なる推進のため，「文化首都・京都」推進本部（以下「推

進本部」という。）を置く。 

 

（構成） 

第２条 本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は市長を，副本部長は副市長をもって充てる。 

３ 本部員は，別表に掲げる者をもって充てる。 

 

（本部長及び副本部長） 

第３条 本部長は本部の事務を総理する。 

２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるときは，あらかじめ本部長が指名

する副本部長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要があると認めるとき，随時招集する。 

２ 本部長は必要があると認めるときは，第２条に掲げる者以外の者を会議に出席させ，

その意見又は説明を求めることができる。 

 

（部会） 

第５条 本部長は，特定の事項を調査させ，及び審議させるため必要があると認めるとき

は，推進本部に部会を置くことができる。 

２ 部会の構成員は，本市関係職員のうちから，本部長が指名する。 

 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は，文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課において行う。 

 

（補足） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，本部に関し必要な事項は，本部長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成２９年４月２０日から施行する。 



 

別表（第２条関係） 

⑴ 文化芸術政策監 

⑵ 危機管理監 

⑶ 監察監 

⑷ 観光政策監 

⑸ 京都市事務分掌規則第１条に規定する局の長及び市長が指名する担当局長 

⑹ 区長及び担当区長 

⑺ 消防局長 

⑻ 京都市公営企業の管理者及び組織に関する条例第２条に規定する管理者 

⑼ 教育長 

⑽ 前各号に掲げる者のほか，市長が必要と認める本市関係職員 


